
 

 

 自宅待機期間について（インフルエンザの場合）  

 

１．自宅待機期間 

・発症した後５日を経過し、かつ、解熱した後２日を経過するまで 

 

 

２．自宅待機期間の勤務の取扱い 

・欠勤扱い（賃金減額）となるため、原則、年次有給休暇で対応する。 
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